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審議の概要 

開 会 

 （仮称）瑞穂市防災減災条例の策定及び第２期瑞穂市国土強靭化地域計画の更新に伴う

防災会議の開催 

１．会長（市長）挨拶                                

 防災・減災について、昭和５１年９．１２の安八豪雨から５０年を迎えるという節目

に条例の制定を考えている。当時は、自宅の２階まで水がつき復旧するのにお正月まで

かかった。今後、このようなことがないよう災害対策をしていきたい。 

犀川遊水地事業の遊水地のおかげで水害が少なくなり人口も増加している。半世紀

にわたる工事も最終形態となった。残すは、五六川の付け替え工事のみであり、良好な

水辺空間ができた。国が進めるグリーンインフラ事業にも乗せた計画を行っていきた

いと思っている。２つ目の国土強靭化地域計画もみなさんの意見をいただきながら進

めていきたい。 

 

２．会議の運営方法について                             

 委員２５名中、会議出席者は２２名で過半数以上であり会議は成立する。 

 会議録は要点筆記とし、発言者名等はすべて公表とする。 

 事務局作成の会議録の確認は、会長（市長）と松野委員（緊急対策協力会会長）が行う。 

 

３．議題（１）（仮称）瑞穂市防災減災条例の策定について                 

（仮称）瑞穂市防災減災条例について事務局より説明。 

  

 【質疑・意見等】 

   🔶松野 守男 委員（緊急対策協力会 会長） 

    地域コミュニティが非常に重要であることが記されており同意するところであ

る。防災訓練や地域コミュニティなどの組織への参加が少なくなっている。最近

では、個人情報の問題もあり、非会員への声かけができずサポートもできていな

い。大前提として地域コミュニティの存続、継続についても条文に入れてもいい

のではないかと考えている。 

 

○会長 

    瑞穂市は、他市町からの転入者も多く、自治会への加入が減少している。第７条

あたりに何か盛り込むことで私も何かできないか事務局に話したことがある。自



治会加入の状況についてこの条例をどのようにしていくのかを事務局より説明を

お願いしたい。 

 

○事務局 

    なかなか難しい問題で、自治会の会議でもよく出る話題である。年々加入率は下

がっており今では、６６％ほどだったと記憶している。市長より自治会加入率につ

いて条例に入れるようにアドバイスをいただいたが、市にはまちづくり基本条例

があり、こちらに自治会加入について明記している。コミュニティの継続や自治会

加入は大変重要なことと考えており、どのような形で取り入れるかを検討させて

いただきたい。 

 

○会長 

松野委員からのご質問については、会長一任で修正していきますのでご了承願い 

たい。条例案になり議会への提出がありますので今後のスケジュールについて事務

局から説明をお願いしたい。 

 

４．条例策定までのスケジュールについて                  

条例策定までのスケジュールについて事務局より説明。 

  

 【質疑・意見等】 

   特になし 

  

５．議題（２）第２期瑞穂市国土強靭化地域計画の更新について                 

 

○会長 

    第２期瑞穂市国土強靭化地域計画（案）についても同様に、瑞穂市防災会議条例第２

条第２号には、「市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議する

こと」とあり、第２期瑞穂市国土強靭化地域計画（案）についても防災会議に諮問させてい

ただきたい。それでは、事務局より説明をお願いしたい。 

  

６．瑞穂市国土強靭化地域計画(案)の概要及び瑞穂市国土強靭化地域計画(案)について 

  第２期瑞穂市国土強靭化地域計画（案）の概要及び瑞穂市国土強靭化地域計画（案）

について事務局より説明。 

 

  【質疑・意見等】 

 

○会長 

起きてはならない最悪の事態は別紙４の５４ページになるのか。 

 

  ○事務局 



別紙１の５４ページのほかに、１００ページからの別紙２施 

策分野ごとの脆弱性評価結果，１４０ページからの別紙３「起きてはならない最悪

の事態」ごとの推進方針が起きてはならない最悪の事態の詳細となっている。 

これらは、１２ページにまとめてあり、７つの事前に備えるべき目標と２８の起

きてはならない最悪の事態として掲載している。 

    

   ○会長 

その他ご意見などあれば、１１月２０日（木）まで頂戴したいと思っている。その際には、

市民協働安全課までご連絡いただくようにお願いしたい。なお、計画案の修正について

も、会長一任とさせていただいてよろしいか。 

今後のスケジュールについて事務局から説明をお願いしたい。 

 

７．議題（２）瑞穂市国土強靭化地域計画のスケジュールについて                        

  瑞穂市国土強靭化地域計画のスケジュールについて事務局より説明。 

 

【質疑・意見等】 

  特になし 

 

９．その他                                  

今後のスケジュールや報酬等について事務局より説明。 

 

【質疑・意見等】 

  特になし 

     

閉 会 

事 務 局 

（担当課） 

 瑞穂市 企画部 市民協働安全課 

 ＴＥＬ ０５８－３２７－４１３０ 

 ＦＡＸ ０５８－３２７－７４１４ 

 e-mail siminkyo@city.mizuho.lg.jp 
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